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抄録：本研究では，韓国の差別解消法にあたる「障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律」施行

後の障がいのある人への地域での教育的支援に関する研究資料及び実践を概観し，今後の日本におけ

る障がいのある人への合理的配慮に向けて，示唆を得ることを目的とした。韓国においては，障害者

差別禁止法にあたる「障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律」の施行後，特殊教育に関連する

文脈において，教育プログラムの研究開発がいくつか実施されているが，筆者らがゆるやかな分類を

施したところ，「障がい理解に関するプログラム」「余暇活動に関するもの」「生涯教育に関するもの」「通

常学校における支援体制に関するもの」「障がいのある人の人権保護に関するもの」と学校教育での

個々の児童・生徒の特別な教育的ニーズに応じた教育的指導のみならず，地域における生活や社会成

員の障がい理解に働きかけている内容も含まれていることが示唆された。また，障がいのある人への

地域における地域での支援は，ワンストップ型の包括的な支援となっていた。日本における今後の合

理的配慮を検討する上でも参考になる内容であると考えられる。

キーワード：合理的配慮，韓国における障害者差別解消法，韓国における障がいのある人への支援シ

ステム

Abstract：In this study, we reviewed previous studies and our investigation concerning support programs in 
Korea after. ‘Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ and ‘Disability Discrimination Act’ were 
enforced in Korea. 
In Korea’s support programs for disabilities, ‘mutual understanding’,‘life-long education’,‘ leisure activities’, 
'Inclusive Education’, ‘Human Rights’ are focused. And regional support system is ‘one-stop service’. When 
we think Reasonable Accomodation in Japan, the practice in Korea may be serve as a useful reference.

Keywords：Reasonable Accomodation, Disability Discrimination Act in Korea, Support system for people 
with disabilities in Korea

障がいのある人への地域での教育的支援に関する一考察

─　韓国での実践を手がかりに　─

A Study of Regional Support Programs for Persons with disabilities
: From Practices in Korea

Ⅰ．問題と目的

　日本は，２００６年に国連総会で採択された障害者の権利

に関する条約＊注１に，２０１４年に批准した。この条約では，

第一条では，目的について，「この条約は，すべての障害

者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な

享有を促進し，保護し，及び確保すること並びに障害者

の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする」と述

べられており，障害者の定義は，「長期的な身体的，精神

的，知的又は感覚的な機能障害を有する者であって，様々

な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として

社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられること

のあるものを含む」と示されている。

　障害者の権利に関する条約の主要な概念となる「合理

的配慮」とは，「障害者が他の者と平等にすべての人権及

び基本的自由を享有し，又は行使することを確保するた

めの必要かつ適当な変更及び調整」となっている。

　日本は，この条約に，２００７年に署名したが，批准す

るまで時間を要したのは，「障害者総合支援法」「障害者

雇用促進法」また，差別解消法にあたる「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」などの国内法の整

備に時間を要したともいわれる。

　２０１６年からは，差別解消法にあたる「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」が本格的な実施と
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なった。今後は，日本においては，障がいのある人への

合理的配慮を社会で行っていくことが求められる。

　それでは，東アジア地域で，日本に近い文化圏にある

大韓民国（以下，韓国）ではどうであろうか。韓国にお

いては，「障害者福祉法」（障害者全般に関する基本法），

「障害者の差別禁止および権利救済に関する法律」「障害

者の雇用促進および職業復帰法」「障害者などに対する特

殊教育法」などが存在する（内閣府，２００９）。障害者の

権利に関する条約については，韓国では２００８年１２月に

批准し，２００９年１月に発効している。

　同条約の実施に当たっては，「保健福祉部障害者政策局

が中央連絡先となり，１２部庁（行政安全部，知識経済部，

文化スポーツ観光部，教育科学技術部，保健福祉部，女

性家族部，法務部，雇用労働部，国土海洋部，国家報勲

処，放送通信委員会，中小企業庁）が関連部局に位置付

けられている。政府外の関係組織としては，国家人権委

員会が独立した仕組みに指定されている。国家人権委員

会は１１名の委員で構成され，障害者差別に関する独自調

査や救済を行う権限，個別の障害者差別に関する苦情申

立てを受け付け，処理する権限を有している」（内閣府，

２０１４）。

　また，差別禁止法にあたる「障害者差別禁止及び権利

救済等に関する法律」も２０１０年に施行となっている。

日本に先行して，障害者の権利に関する条約を批准し，

差別禁止法を施行している韓国の取り組みについて，検

討を加えることも今後の実践を行う上で，参考になると

考えられる。

　そこで，本研究では，差別解消法にあたる韓国の「障

害者差別禁止及び権利救済等に関する法律」施行後の障

がいのある人への地域での教育的支援に関する研究資料

及び実践を概観し，今後の日本における障がいのある人

への合理的配慮に向けて，示唆を得ることを目的とする。

Ⅱ．研究方法

１．研究資料の収集について

　本研究での研究資料の収集については，海外文献であ

り，著者らの語学力の制約上，日本語で執筆されたもの

が中心となっている。そのため，総数は，限定されてい

るが，韓国において，２０１０年に施行された「障害者差

別禁止及び権利救済等に関する法律」以降の研究資料を

中心に，本研究の目的である日本における障がいのある

人への合理的配慮にも繋がると予測される文献を中心に

収集した。具体的な収集先は，Ciniiにて，「韓国」「障害
児教育」で検索した論文，内閣府，文部科学省の調査報

告，日本特殊教育学会での発表論文集，筆者らの共同研

究者の調査研究などであった。

２．韓国における障がいのある人への地域支援実践の検

討

　韓国における障がいのある人への地域支援実践につい

ては，第二著者が２０１０年に実施した韓国ソウル市にお

ける調査＊注２を参考にした。

　

Ⅲ．韓国における学校系統と「障害者差別禁止及び権利

救済等に関する法律」

　韓国では，初等教育は６歳入学で，６年間の初等学校

での教育，前期中等教育は，３年間の中学校での教育，

後期中等教育は，３年間の普通高等学校及び職業高等学

校での教育となっている。義務教育年限は，６〜１５歳で

ある（図１）。義務教育における学校系統については，日

本のものと近いことが理解できる。

　尚，「特殊教育対象者の場合には，幼稚園課程から高等

学校課程まで義務教育を受けなければならない。また，

満３歳未満の障害乳児教育と高等学校以降の専攻科課程

は無償教育である。つまり特殊教育対象者の義務教育年

限は３〜１７歳で，障害児の無償教育の年限は０〜２０歳

（専攻科１〜３年を含む）」（金・崔，２０１３）と一般の児

童生徒と特殊教育対象者とは，義務教育年限が異なるこ

とが見てとれる。

　韓国において，２０１０年に施行された「障害者差別禁

止及び権利救済等に関する法律」での「障害者」は，「身

体的・精神的損傷又は機能喪失が長期間にわたって個人

の日常又は社会生活に相当な制約を招く状態」と定義さ

れている。

　特に，同法律では，第２節が教育分野であり，第１３

図１　韓国の学校系統図
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条に，差別禁止の内容が示されている（内閣府，２０１１）。

　第１項では，「教育責任者は，障害者の入学支援及び入

学を拒否することはできず，転校を強要できず、「嬰幼児

保育法」による保育施設，『幼児教育法』及び『初中等教

育法』による各級学校は，当該教育機関に転校すること

を拒絶してはならない。」と就学，入学，転校について示

されている。第４項では，「教育責任者は，特定の授業や

実験・実習，現場見学，修学旅行等の学習を含むすべて

の校内の活動で，障害を理由に障害者の参加を制限、排

除、拒否してはならない。」と教育実践上の活動について，

具体的な記述がある。

　第５項では，「教育責任者は，就業及び進路教育、情報

提供において，障害者の能力と特性に合った進路教育及

び情報を提供しなければならない。」と進路指導に関する

記述がある。

　第６項においては，「教育責任者及び教職員は，教育機

関に在学中の障害者及び障害者に関係を有する者，特殊

教育教員，特殊教育補助員，障害者関連業務の担当者を

冒涜し，或いは，さげすんではならない。」と障がいのあ

る児童・生徒のみならず，従事する教職員に関する記述

がある。著者らは，過去に，特別支援教育の実践現場に

おいて，韓国の視察団の視察を受けた経験があるが，そ

の際に，「大変奇特な実践を行っている」という所感を告

げられた経験がある。この所感からは，特別支援教育の

実践に対する捉え方が日本とは異なることが推察された。

　第７項においては，「教育責任者は，障害者の入学支援

時，障害者ではない志願者と異なる追加書類，別途の様

式による志願書類等を要求し，又は障害者のみを対象に

した別途の面接や身体検査，追加試験等（以下“追加書

類等”とする）を要求してはならない。」とある。但し書

きで，「障害者の特性を考慮した教育施行の目的」が明ら

かな場合には，認められる場合もあるとされるが，この

ことからは，就学時のアセスメント等の在り方が問われ

る内容が示されているといえる（内閣府，２０１１）。

　第１４条には，「正当な便宜供与義務」つまり，「教育

責任者が，（障がいのある児童・生徒が）当該教育機関に

在学中に，教育活動に不利がないように，講じる手段」

が示されている。これらは，日本の障害者差別解消法で

の「基礎的環境整備」や「合理的配慮」に当たる具体的

内容であろう。例えば，「通学，アクセス上の各種移動用

補装具の貸与及び修理」「（必要とされる）教育補助人員

の配置」「拡大読書器，補聴機器，高さ調節用机，各種補

完・代替意思疎通道具等の貸与，補助犬の配置，車いす

でのアクセスのための余裕空間の確保」「手話通訳、文字

通訳（速記），点字資料，字幕，拡大文字資料，画面朗

読・拡大文字プログラム，補聴機器、携帯用点字ディス

プレイ、印刷物音声変換出力器を含む各種障害者補助器

具等の意思疎通手段」「教育課程の適用上，学習診断を通

じた教育・評価方法」などである。これらの提供にあた

り，「業務を遂行する障害学生支援部署又は担当者」が必

置となっている（内閣府，２０１１）。

Ⅳ．韓国での「障害者差別禁止及び権利救済等に関する

法律」施行後の教育プログラムの概観

　韓国においては，障害者差別禁止法にあたる「障害者

差別禁止及び権利救済等に関する法律」の施行後，特殊

教育に関連する文脈において，教育プログラムの研究開

発がいくつか実施されている。そこで，以下では，内容

別に，ゆるやかな分類を施し，概要を示していくことと

する。

１．障がい理解に関するプログラム

　宋他（２０１２）は，「２０１１年特殊教育年次報告書におけ

る高等学校課程の特殊教育対象者は，特殊学校高等部に

７５５３名，高校特殊学級に８８７８名，高校通常学級に４００８

名が在籍しており，約６３％の特殊教育対象者が高校で統

合教育を受けている」ということに問題意識を持ち，「高

校における統合教育，とくに特殊教育対象者の通常学級

適応や一般生徒との交流を促進するための『仲間支援プ

ログラム（good friend program）』の研究を行っている。
このプログラムでの仲間支援者の役割は，「①日常的な支

援」「学校の時の支援」「③Lunch Buddy（食事をしなが
ら会話）」「④Good Friend（特殊教育対象者と仲間支援者
による興味のある分野におけるクラブ活動）「⑤報告書の

作成」から構成され，仲間支援者には，インセンティブ（ボ

ランティア点数）が提供されるものである。効果として

は，交流や障がい理解の促進があげられている。高橋

（２０１６ a，b）は，英国のインクルーシブ教育における
buddyシステム（同級生等仲間による支援）を取り上げ
ているが，韓国においてもこのような通常学校における

仲間による支援が障がい理解の促進に有効であることを

示す研究の一つであろう。村田他（２０１５）についても同

様に，大学生活における学生間の障害支援制度に焦点を

当て，障がいのある学生と障がいのない学生が共に学ぶ

ことによって生じる関係性や相互学習について，検討を

行っている。その結果，特に高等教育の分野では，「日本

ではまず，障害学生への支援体制を充実させることが最

優先課題であり，障害学生がどのような生活を送ってい

るかを調査するところから始めなければならない」と考

察している。高等教育においては，日本においては，障

がいのある学生の大学生活でのニーズ把握やニーズ支援

のあり方が検討されているが，韓国では，さらに、具体

的な実践プログラムの構築まで踏み込んだ研究がなされ

ていると考えられる。

　許・鄭（２０１５）は，中途障がいのある人のアイデン
ティティに影響を及ぼす要因について研究を行った結果，
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「社会の中で，障害に対する正しい認識と社会的関係等

における正しい情報を提供し，支援体制を構築していく

こと」の重要性を示唆している。一般的に，日本の特別

支援教育の文脈では，障がいのある人のアイデンティ

ティの形成については，特別支援教育の理念に「一人一

人の教育的ニーズ」の把握が含意されているため，個人

のアイデンティティの形成過程と，その教育的ニーズに

着目した研究方法が検討されると予測されるが，韓国に

おいては，アイデンティティの研究が「障がい理解」の

文脈で研究がなされている一例といえよう。

　金・李（２０１５）は，「障害児童・生徒を持つ親に対す

るペアレントメンタープログラム」について，研究を行

い，自分の子どもについて相談できるメンターの存在が

障がいに対する理解と認識改善に有用であると考察して

いる。日本の特別支援教育においては，このような研究

は，保護者支援の文脈で研究がなされることが多いが，

韓国においては，障がい理解や認識改善の文脈で研究さ

れていることが一つの特徴であるといえよう。

２．余暇活動に関するもの

　黄・李・崔（２０１４）は，韓国釜山地域の障がい学生支

援センターがある４年生大学に在学中の障がいのある大

学生５０名（肢体障害，視覚障害，聴覚障害，脳病変障

害，腎臓障害＊注３）にe-mailでのアンケート調査を行っ
た。その結果，地域社会や学内の余暇関連サポートで様々

な余暇プログラムの開発と提供，専用施設や余暇空間の

拡充の必要性が示唆されている。一般的に，日本の特別

支援教育においては，学校教育での正課時間帯での特別

な教育的ニーズの把握とそれに対する教育プログラムが

中心に検討される傾向があるが，大学教育における地域

支援プログラムにまで，幅が広がった研究といえる。

３．生涯教育に関するもの

　鄭・金（２０１４）は，発達障がいのある本人３名に，個

別のインタビュー調査を，併せて，発達障がいのある人

の保護者６名に集団面接を行い，生涯教育についての主

観的経験と意見を収集・分析した。その結果，「発達障が

いのある人の生涯教育プログラムでは，発達障害者個々

人の好み，興味，日常生活への欲求を考慮して設計する

ことが必要である。」と示唆している。前述の黄・李・崔

（２０１３）の研究同様，学校教育以外の社会教育の分野ま

で幅が広がっている研究といえよう。

４．通常学校における支援体制に関するもの

　殷・金・任（２０１５）は，韓国における特殊教育支援セ

ンターの役割と課題に関する研究を行っている。当該セ

ンターは，地域の通常学級に在籍している児童・生徒や

家族，担当教員の支援が目的であるとされるが，運営方

針には，「①特殊教育関連専門家の増員配置，②地域関連

機関との協力体制構築，③障害児の在籍している地域の

乳幼児施設，小・中・高等学校への支援，④治療教育・

巡回教育の質の向上（乳幼児含む），⑤障害児を対象とし

た犯罪予防，人権保護のための常設モニター団の設置・

運営，⑥現場の意見聴取によるセンターの機能改善，⑦

相談，広報，そして支援の実績記録管理」の７項目があ

るとしている。通常学級への支援という意味では，イン

クルーシブ教育を意識したものとなっている。このよう

な体制は，日本におけるインクルーシブ教育システムに

も参考になると予測される。

５．障がいのある人の人権保護に関するもの

　金・殷・任（２０１５）は、障がいのある児童・生徒の人

権保護に関する特殊教育支援センターにおけるモニタリ

ング体制や関連教育専門家の養成について，研究を行っ

ている。この研究は，前述の殷・金・任（２０１５）の研究

での「⑤障害児を対象とした犯罪予防，人権保護のため

の常設モニター団の設置・運営」に特化されたものとい

えるが，障害者の権利に関する条約や障害者差別禁止法

とも密接な関連がある研究といえる。

Ⅴ．韓国の障碍人福祉館における実践

　ここでは，第二著者が２０１０年に実施した韓国ソウル

市の障碍人福祉館における調査＊注４を参考に，韓国におけ

る障がいのある人への地域での具体的な実践に言及して

いくこととする。この調査では，研究に使用することに

ついて，説明を行った上で，職員から資料の提供，実践

の説明を受けた。尚，個人情報に関連する内容について

は，本研究では，含まれていない。

１．韓国社会福祉館の概要

　韓国においては，社会福祉館が１９００年代前半から設

置されはじめ，現在では，「社会福祉サービスのニーズを

持っている地域住民を対象として，保護サービス，在宅

サービス，自立能力を高めるための教育訓練など，必要

な福祉サービスを提供し，社会問題を予防・治療する総

合的な社会福祉サービスの伝達機構として，地域社会住

民の福祉増進の中心的役割」を担う。そのうち，障碍人

福祉館は，「地域社会の在宅障害者を対象として，障害の

査定と評価，社会心理と職業リハビリ，特殊教育，医療

リハビリなどの総合的なサービスを提供する福祉施設」

と定義されている（李，２００８，pp.３４－３７）。
２．知的障碍人福祉館での理念

　本研究で取り上げる韓国知的障碍人福祉館での理念は，

「障害のある人とその家族に対し，地域社会の中で生活

していく上で不自由がないように障害発生時から老年に

至るまで必要な多様サービス提供を通し，障害者の自立

を図り，地域社会の住民の障害認識改善活動を展開し，

障害者と共に生きる地域社会となるような中心センター

の役割を果たす地域社会再活施設」（ソウル市立知的障碍

人福祉館資料＊注５）である。
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３．知的障碍人福祉館内での実施プログラムについて

１）児童関連プログラム

　児童関連プログラムでは，早期のグループ指導をはじ

めとして，音楽療法，言語療法，理学療法，放課後活動，

家族支援，統合プログラム，障がい理解プログラムなど

が実施され，療育と地域支援，家族支援，障がい理解プ

ログラムが一体となっており，地域での包括的な支援プ

ログラムがなされている。２０１０年に，第二著者が実際

のプログラムを観察した際には，教材・教具についても，

視覚的・物理的構造化が施されていた。また，幼児を対

象とする機軸行動発達支援法プログラムも実施されてい

る（パク，２００９）。

２）青少年関連プログラム

　青少年関連プログラムでは，放課後余暇プログラム，

障がいのある青少年を対象にした多様な趣味の教室の運

営，季節学校，休業期間を利用したキャンプが実施され

ている。これらの内容は，地域における生活の充実を目

指したものとなっている。

３）成人関連プログラム

　成人関連プログラムでは，職業訓練，職業適応訓練，

支援雇用，一般雇用，在宅雇用，就職後適応訓練，再就

職訓練が行われている。

　この事業においては，２０１０年の調査時点で，７５ヶ所

の企業に１４０名が就職している。離職率は２０％以下であ

り，万一，退社の場合には再訓練を行っている。高校生

向けの職業適応授業も行っており，冬期休業中の生徒が

授業に参加していた。特に、「あいさつ」などの礼儀を重

視しており，第二著者が実践を観察した際にも，大きな

声で礼儀正しく挨拶する生徒の様子を見ることができた。

４）在宅福祉事業

　貧困家庭を対象として，経済的支援サービス，医療支

援，学習及び生活支援，余暇文化活動の支援を行ってい

る。経済的支援サービスでは，後援金及び物品支給，在

宅副業支援を，医療支援では，在宅の障がい者への定期

検診及び歯科診療への医療支援，学習及び生活支援では

ボランティア派遣を通した学習支援及び沐浴指導，余暇

文化活動では，自然体験学習，一日学校，公演観覧事業

を行っている。

５）その他事業

　その他の事業としては，障がいの認識改善事業として

の作品展示会や写生大会を実施している。学術・企画事

業としては，利用者満足度調査，地域社会調査も行って

いる。海外交流事業では，家族や本人向けに，文化及び

体育的な交流や短期研修を行っている。

　活動補助事業では，支援者を派遣し，家事援助，日常

生活のサポート，移動支援などを行っている。障がいの

ある子ども向けのバウチャー事業もあり，特に，低所得

者向けに，言語指導，音楽活動，アートセラピーを実施

している。この制度は，区の職員が対象者を判定し，本

人が希望するプログラムに参加する制度である。一般市

民との交流の努力を行っており，年間４回公園内でフェ

スティバルを開催し，地域住民との交流を図っている。

その際には，企業も協賛し，ボランティアを派遣してい

る。

６）附設センター

　附設センターでは，昼間の保護センターがあり，月曜

日から金曜日の障がいのある子どもたちの保護事業に

よって，保護者の負担軽減を図っている。コンピューター

教育センターでは，情報化の水準の向上のため，訪問教

育及びセンターでの教育も行っている。青少年合唱団も

併設しており，招聘公演及び海外公演は２０１０年現在，

１００回以上を数える。グループホームの運営も行ってお

り，訓練ホーム，自立ホームなど７ヶ所の運営を行って

いる。

　このように，韓国の障碍人福祉館においては，その理

念にあるように，障がいのある乳幼児から成人まで，生

涯にわたり，地域での生活が可能なように，様々なプロ

表１　障碍人福祉館における児童向けプログラム（例）

１２カ月〜３６カ月の障がいのある児童向けのグ
ループ指導。

幼児教育

一般幼稚園に在学中の障がいのある児童に特殊
教育教員が直接訪問して支援する。

統合支援教育

初等学校に在学する障がいのある児童向けのグ
ループ指導プログラム。

初等グループ教室

初等学校に在学する障がいのある児童向けの社
会適応力向上プログラム。

地域社会利用

障がいのある児童向けの個別または，グループに
よる音楽治療。

音楽治療教育

個別治療，パートナー治療，グループ治療がある。言語治療

個別治療を中心として，柔軟性，筋力，均衡性を
向上させる運動を実施。

物理治療

初等学校に在学する障がいのある児童向けの放
課後活動支援。

放課後活動

家族向けの相談事業，教育，家族キャンプ等を
実施。

家族支援プログラム

障がいのない児童と共に行うキャンプ。
統合キャンプ・兄弟
キャンプ

障がいのない児童を対象にした認識改善授業を
実施。

非障がい児童認識改
善授業

一般幼稚園の幼児及び保育施設利用幼児を対象
とした早期発見。

障がい幼児早期発見
事業

出典：ソウル市知的障碍人福祉館資料（２０１０年入手）より

表２　障碍人福祉館における成人向けプログラム（例）

進路相談，就職相談及び職業評価実施後の計画。職業訓練

個人社会訓練，就職訓練，作業能力の向上，就職
に必要な適応訓練実施。

職業適応訓練

本人に適合する就職先の開発及び職務分析。支援雇用

就職先の開発及び配置。一般雇用

家庭にて，可能な副業を通して，経済的自立を
促す。

在宅雇用

就職決定者に対する就職維持。就職後適応訓練

就職後の失業者の失業事由の分析。再就職訓練

出典：ソウル市知的障碍人福祉館資料（２０１０年入手）より
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グラムを展開していることが明らかになった。

Ⅵ．考察

　本研究では，韓国の差別解消法にあたる「障害者差別

禁止及び権利救済等に関する法律」施行後の障がいのあ

る人への地域での教育的支援に関する研究資料及び実践

を概観し，今後の日本における障がいのある人への合理

的配慮に向けて，示唆を得ることを目的とした。

　まず，第一に，韓国においては，障害者差別禁止法に

あたる「障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律」

の施行後，特殊教育に関連する文脈において，教育プロ

グラムの研究開発がいくつか実施されているが，筆者ら

がゆるやかな分類を施したところ，「障がい理解に関する

プログラム」「余暇活動に関するもの」「生涯教育に関す

るもの」「通常学校における支援体制に関するもの」「障

がいのある人の人権保護に関するもの」と学校教育での

個々の児童・生徒の特別な教育的ニーズに応じた教育的

指導のみならず，地域における生活や社会成員の障がい

理解に働きかけている内容も含まれていることが理解で

きた。日本における合理的配慮においても，上記の内容

についても検討が加えられることが望ましいといえよう。

　ただ，韓国においては，「特殊教育関連サービス」を合

理的配慮として捉えている傾向があると金（２０１５，p.３７）
は，指摘している。このことは，日本の教育現場での

「特別な教育的ニーズ」と「合理的配慮」の区別がつき

にくいこととも類似しているだろう。

　第二に，日本においては，地域によっては，幼児期は

療育センター，学齢期は特別支援学校，成人期はディサー

ビスセンター及び作業所，ヘルパーを事業所が派遣と

いったように，別々の施設が一人の人のケアを「関係諸

機関の連携」の名のもとに，連携しながら行っているの

が現状であるが，韓国障碍人福祉館においては，ワンス

トップ型の施設となっており，障がいに関する必要なこ

とがこの施設ですべて充足できるように計画されている。

高橋（２０１６a）においても，障がいのある人の家族は，
子どもたちの通院や訓練で遠方まで行かなければならな

いのが負担であることが示唆されているが，一つの家族

が持っている問題の複合性を施策として捉えていること

が特徴であろう。英国においても，特別な教育的ニーズ

にかかる教育が制度改革となり，これまでの縦割り行政

から，EHCP（Education Health and Care Plan）という各
省庁で横断的に対応するプランが打ち出されている（高

橋，２０１６a，b）。関係諸機関の連携のみならず一人の人
を乳幼児期から老年期に至るまで包括的に捉えることが

可能な地域施設のプランニングも今後必要となるだろう。

　第三に，韓国においては，２００７年に，障がいのある

人への「特殊教育振興法」が全面改正となり，「障害者等

に対する特殊教育法」となった。「振興」という推進状況

を表現することばが消えているところに着目すると，韓

国においては，特殊教育が軌道に乗っているものと推察

される。併せて、「同法６条においては，インクルーシブ

教育を目ざす目的を有し，特殊教育はインクルーシブ教

育の実現のために行われる教育であり社会的インクルー

ジョンを達成する上で不可欠である」（金丸・張，２０１５，

p.１５）と規定されている。併せて，「これまで規定されて
こなかった高等教育に大学内の障害学生支援センターの

設置（第５章第３０条）の義務の明記」（金丸・張，２０１５，

p.１５）や「生涯教育（学習）施設の設置・運営（第５条）」
（金丸・張，２０１５，p.１５）も規定されている。
　インクルーシブ教育システムの構築が求められている

日本にとっては，韓国における研究や実践は，参考にな

る点もあるだろう。

注

＊注１本稿においては，「障がい」の表記を用いるが，引用

や法律の条文については，「障害」の表記を用いる。韓国

の障碍人福祉館の名称においては，「障碍」の表記を用い

ることとする。
＊注２神戸大学国際交流基金，兵庫地域政策研究機構の研究

の一環として行った。
＊注３障がいの種別については，黄・李・崔（２０１３）での

表現をそのまま使用している。
＊注４第二著者が兵庫地域政策研究機構に，２０１０年に提出

した報告書の一部に再構成，再分析を加えている。
＊注５パワーポイント配布資料の様式の紙媒体資料を知的

障碍人福祉館より入手した。
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Program）』による交流活動を中心に－」『日本特殊教育
学会第５０回大会発表論文集』P３－O－９
鄭昭瑛・金玟亨（２０１４）「韓国発達障害者の生涯教育に
対する認識と経験」『日本特殊教育学会第５２回大会発

表論文集』P５－I－３
高橋眞琴（２０１６a）『重度・重複障がいのある子どもたち
との人間関係の形成』ジアース教育新社

高橋眞琴（２０１６b）『－複数の障害種に対応する－インク
ルーシブ教育システム時代の教員の専門性』ジアース

教育新社

内閣府（２００９）「第四章　韓国における障害者の差別禁

止および権利救済などに関する法律」『平成２１年度障

害者の社会参加推進等に関する国際比較調査』

　http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/h21kokusai/
　korea.htmで閲覧可能（閲覧日：２０１６年９月２２日）
内閣府（２０１４）「４－１　韓国の障害者権利条約の国内

実施体制」『平成２６年度障害者の権利に関する条約の
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報告書』
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パク・ウンジュ（２００９）「重症障害児童の児童中心の学
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『共に生きる実践の足下を固める〜東アジア的風土を

視野に〜』神戸大学大学院人間発達環境学研究科

ヒューマン・コミュニティ創成研究センター発行，

pp.１５－２９
村田観弥・近藤龍彰・張主善・盛敏・柴川弘子・金鐘敏・

赤木和重・津田英二（２０１５）「学生の相互性に着目し

たインクルーシブ教育のケーススタディ—韓国ナザレ

大学におけるドウミ制度及び寄宿舎共同生活」神戸大

学大学院人間発達環境学研究科研究紀要第９巻第１号，

pp.２９－４３
文部科学省「附：韓国の学校教育制度等」

　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/015
　/siryo/05120501/006/005.htmで閲覧可能。（閲覧日：２０１６
年９月２１日）

李秀貞（２００８）「韓国における社会福祉館の現状」『当事

者性を育てる　インクルーシヴな社会に向かう日韓の

実践』神戸大学大学院人間発達環境学研究科ヒューマ

ン・コミュニティ創成研究センター，pp.３４－３６
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